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『
登
別
市
事
業
仕
分
け
』
を
実
施

わ
た
し
た
ち
が
こ
の
登
別
市
で
快
適
に

暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
、
市
は
い
く
つ
も

の
事
務
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

住
民
票
の
発
行
や
道
路
の
整
備
、
公
民

館
な
ど
の
管
理
、
保
育
所
の
運
営
、
教
育

環
境
の
整
備
、
高
齢
者
や
障
が
い
の
あ
る

方
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
づ
く
り
な

ど
、
市
が
行
う
事
務
や
事
業
は
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
に
わ
た
っ
て
幅
広
く
展
開
さ
れ
て

い
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
事
務
事
業
の
い
く
つ
か

に
は
開
始
当
時
の
役
割
を
終
え
、
事
業
の

見
直
し
を
行
う
必
要
の
あ
る
時
期
が
訪
れ

ま
す
。

市
は
、
平
成
　
年
度
か
ら
事
務
事
業
の

１２

有
効
性
や
必
要
性
を
客
観
的
に
評
価
・
点

検
す
る
事
務
事
業
評
価
制
度
を
導
入
し
、

適
正
・
効
率
化
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
現
在
の
厳
し
い
財
政
状
況
の

中
で
は
、
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
事
務
事

業
を
す
べ
て
行
う
こ
と
は
困
難
な
状
況
と

な
っ
て
お
り
、
市
民
が
本
当
に
必
要
と
す

る
事
務
事
業
を
見
極
め
、
見
直
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。

市
が
実
施
す
る
事
務
事
業
を
市
の
み
が

評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
市
民
が
本
当
に

必
要
と
す
る
事
務
事
業
の
あ
り
方
な
ど
を

市
民
の
視
点
で
議
論
し
て
い
た
だ
き
、
そ

の
意
見
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
事
務
事
業

を
見
直
す
。
そ
れ
が
『
登
別
市
事
業
仕
分

け
』
で
す
。

『
事
業
仕
分
け
』
と
は
、
政
策
の
立
案

な
ど
を
目
的
と
す
る
シ
ン
ク
タ
ン
ク
『
構

想
日
本
』
が
行
財
政
改
革
の
一
手
法
と
し

て
行
っ
て
い
る
も
の
で
、
国
や
地
方
自
治

体
が
行
っ
て
い
る
事
務
事
業
の
必
要
性
や

実
施
主
体
（
国
・
県
・
市
な
ど
）
に
つ
い

て
、
『
不
要
』
、
『
民
間
』
、
『
市
町

村
』
、
『
都
道
府
県
』
、
『
国
』
と
分
け

て
い
く
作
業
で
す
。

仕
分
け
は
、
対
象
と
な
る
ま
ち
と
関
連

の
な
い
自
治
体
職
員
が
主
に
『
仕
分
け
人
』

と
呼
ば
れ
る
役
割
を
果
た
し
、
公
開
の
場

で
行
い
ま
す
。

市
は
、
こ
の
『
事
業
仕
分
け
』
を
も
と

に
、
登
別
市
に
ふ
さ
わ
し
い
市
民
目
線
で

の
事
業
仕
分
け
と
す
る
た
め
、
内
容
に
改

善
を
加
え
、
市
民
が
仕
分
け
人
と
な
っ
て

事
務
事
業
の
見
直
し
を
行
う
制
度
（
登
別

市
事
業
仕
分
け
）
と
し
ま
し
た
。

『
事
業
仕
分
け
』
と
は

『
事
業
仕
分
け
』
と
は
？？

市
民
と
と
も

市
民
と
と
も
にに

事
務
事
業
の
見
直

事
務
事
業
の
見
直
しし

６月２８日日、事務事業の外部評価として１１
事業を対象に『平成２１年度登別市事業仕分け』
を試行しました。
今月号では、『登別市事業仕分け』の制度

や事業仕分けの結果についてお知らせします。

特集
このまちが必要とする市の事業はこのまちが必要とする市の事業は？？
～『平成～『平成２１２１年度登別市事業仕分け』試年度登別市事業仕分け』試行行結果～結果～
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